
二次審査の手引き P18 より抜粋

参考  展示についてよくある質問と回答

・エントリーサイトにて申込みをした「必要小間」から10cm程度はみ出しそうです。多少であればはみ出して展示できますか。
できません。全ての応募対象の展示はエントリーサイトにて申込みをした「必要小間」におさめて展示してください。左右背面は
他の応募対象の展示エリアです。通路に面してのはみ出しも禁止しています。展示物が完全におさまる「必要小間」を申込み、
展示してください。展示物のはみ出しがある場合は事務局にて撤去します。

・［台置き］を選択し、台の上にパネルを立てて展示したいができますか。
台置き用のパネルスタンドは提供がありません。市販の紙製スタンド等をご自身で準備の上、展示してください。商品の指定や
紹介はありません。左右背面は他の応募対象の展示エリアのため、パネルを立てて展示するなど、高さのあるものを展示する
際は、転倒しないこと及び隣接する他応募対象に十分にご配慮ください。

・任意の「補足資料」の形式の指定はありますか。いくつまで展示できますか。
補足資料の形式は自由です。パネル・紙資料・模型・動画（タブレットやPCでの提示）などが可能です。お申し込みの小間
からはみ出さなければ、補足資料は複数展示することが可能です。

・展示物のケースや運搬用の箱を、展示スペースや［台置き］の下に置いていいですか。
審査に関わりのないものを会場内に置いておくことはできません。審査用の展示物以外は全てお持ち帰りください。展示場
所や足元に置いておくことはできません。なお会場内に物品の保管場所はありません。

・応募対象が建築物の場合のD.詳細資料（A3横サイズ資料）は、受付にて提出とあります（参照P8）。
エントリーサイトで「必要小間」の申込みをする際、A3横サイズ資料を展示するためのスペースは考慮しなくてよいですか。
A3横サイズ資料を展示場所に置くことを想定して「必要小間」をお申込みください。搬入の際、資料は提出状況を確認す
るために、審査ユニット受付カウンターで1部のみお預かりします（同一資料の複数提出は不可）。審査期間中は、事務
局が該当審査番号の展示場所に資料を移動させます。審査委員は展示物と資料を合わせて確認します。なお、提出された
D.詳細資料（A3横サイズ資料）は審査期間終了後（9月下旬予定）に溶解処分します。返却はしません。

・有線のインターネット接続ではなく、応募者自身で手配したポケットwifi を利用したいです。
可能です。ご自身でポケットwifi等を持ち込む場合の接続状況については、事務局側で把握・管理をしておりません。
ご自身で該当キャリアに確認の上、会場に搬入・設定してください。

・［台置き］を選択し、展示するタブレットや展示物に盗難防止の措置を行いたいです。
可能です。ただし原状復帰ができる・周囲の応募対象の展示に影響を与えない・お申し込みの小間からはみ出さないことに
十分にご配慮ください。盗難防止措置を行う際は、ご自身で必要になるものを準備の上（テグスやワイヤーまたはそれ以
外など）搬入日に設置作業を行なってください。

・飲食物の応募で、参考用に審査委員に試食・試飲をしてもらうことはできますか。
できません。会場内衛生管理・感染症対策により、会場内における審査対象物の試飲・試食については全てお断りしています。

・資料映像を展示します。音を出して展示してもよいですか。
可能です。展示場所の前に立ち、聞き取れる程度の音量にするか、事務局が音量を調整できるように設定しておいてください。
周囲にも音を出す展示がある場合があるため、大音量での展示は禁止とします。

・複数件の応募をしています。応募企業ごとに展示場所が配置されますか。
審査番号・申込み小間数、展示形態などによって配置します。応募企業が同一・審査番号が連番の場合でも、必ずしも
隣り合うとは限りません。なお会場内における配置（展示場所）の指定はできません。

・エントリーサイトの登録期限／搬入出代行サービスの申込み期限を過ぎてしまいました。オプションの追加や新規申込み
はできますか。
できません。必ず期日までにエントリーサイトにて登録または所定の手続きによる申込みをしてください。




